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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
平成27年6月に昇龍道の６つの重点ルートが策定され、ルート上の観光拠点に濁河温泉群が存在する。濁河温泉は御嶽山の飛騨側登山口であり、春～
秋の登山シーズンにベースとして登山客に利用されるだけでなく、高所かつ周辺に市街地が存在しないため、星空のきれいな温泉地として多くの観光客を
誘致している。
＜将来＞
チャオ御岳スノーリゾート、飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアを利用する観光客の主な宿泊施設であり、陸上選手をはじめとするトレーニングエリアの
宿泊地として、周辺観光施設とともにPRを進めていく。また、下呂市では、御嶽山の噴火による風評被害を改善していくためHP等でPRを行うことで観光資
源の宣伝の強化を進めていく。

濁河温泉群 下呂市小坂町落合

飛騨小坂観光協会 飛騨小坂観光協会
観光施設

（法第二条第二項第二号）
観光旅客に対する宿泊施設の提供

（法第二条第一項第一号ロ(1)）

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
―

＜拠点施設に設定した理由＞
富山県境から近く、圏域観光の目的地となる観光地であり、整備計画の目標を達成する上で重要な観光資源である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
濁河温泉群は、通年自家用車でたどり着ける日本最高所の温泉であり、御嶽山の飛騨側登山口として、春～秋の登山シーズン中はベースとして多くの登
山者に利用されている。また、近傍には、飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアがあり、多くの観光客が宿泊所として利用している。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
当該施設は、岐阜県飛騨地域と富山県を周遊する昇龍道の一部となり、主要観光地である高山市街地と下呂温泉を結ぶルートの沿線に位置している。当
該施設へのアクセスを強化し、高山市街地及び白川郷からの主要観光ルートとして整備を行う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
平成27年6月に昇龍道の６つの重点ルートが策定され、ルート上の観光拠点にチャオ御岳スノーリゾートが存在する。冬季はスキー場として、スキーおよび
スノーボード等、ウインタースポーツが盛んな地域であり、夏季はトレッキングや高地トレーニング地として利用されている。
＜将来＞
濁河温泉群、飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアを利用する観光客の主な目的地であり、ウェブサイト等による情報発信や、陸上競技団体が当該地で
合宿した効果を、旅行会社等に積極的にプロモーションするとともに、観光資源の磨き上げ、観光客の受入環境の整備等を強化していく。また、岐阜県、高
山市では、トレーニング施設の充実や競技会の誘致を行い、さらなる観光客の誘致に向けて拠点施設の魅力の強化を進めていく。

チャオ御岳スノーリゾート 高山市高根町日和田

飛騨森林都市企画株式会社 飛騨森林都市企画株式会社
スポーツ施設

（法第二条第二項第一号）
スポーツ競技会の開催

（法第二条第一項第一号イ）

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
―

＜拠点施設に設定した理由＞
富山県境から近く、圏域観光の目的地となる観光地であり、整備計画の目標を達成する上で重要な観光資源である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
チャオ御岳スノーリゾートは、日本屈指の標高の高さと、北斜面という恵まれたスキー場で、夏季にはトレッキングや高地トレーニング施設として利用される
一大リゾート地であり、平成26年は約9.7万人、平成25年は9.8万人と多くの観光客を誘致している。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
当該施設は、岐阜県飛騨地域と富山県を周遊する昇龍道の一部となり、主要観光地である高山市街地と下呂温泉を結ぶルートの沿線に位置している。当
該施設へのアクセスを強化し、高山市街地及び白川郷からの主要観光ルートとして整備を行う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
平成27年6月に昇龍道の６つの重点ルートが策定され、ルート上の観光拠点に飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアが存在する。御嶽山の北西の山麓の
標高1,200～2,200mにある高地トレーニング施設であり、渓流を利用した天然のアイシング場等も整備されている。
＜将来＞
チャオ御岳スノーリゾート、濁河温泉群を利用する観光客の目的地であり、ウェブサイト等による情報発信や、陸上競技団体が当該地で合宿した効果を、
旅行会社等に積極的にプロモーションするとともに、観光資源の磨き上げ、観光客の受入環境の整備等を強化していく。また、高山市、下呂市では、トレー
ニング施設の充実やマラソン大会の開催等を行い、さらなる観光客の誘致に向けて拠点施設の魅力の強化を進めていく。

飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア 高山市高根町日和田

岐阜県・高山市・下呂市 岐阜県・高山市・下呂市
スポーツ施設

（法第二条第二項第一号）
スポーツ競技会の開催

（法第二条第一項第一号イ）

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
―

＜拠点施設に設定した理由＞
富山県境から近く、圏域観光の目的地となる観光地であり、整備計画の目標を達成する上で重要な観光資源である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアは、ナショナルトレーニングセンターの競技別強化拠点の一つであり、トップアスリートのトレーニング場として利用さ
れているほか、市民ランナーや生活習慣病の改善を目的とした方にも利用されている。御嶽山の噴火による風評被害で利用者数が減少したものの、平成
26年は約1.3万人、平成25年は1.2万人と徐々に利用者数が増加している。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
当該施設は、岐阜県飛騨地域と富山県を周遊する昇龍道の一部となり、主要観光地である高山市街地と下呂温泉を結ぶルートの沿線に位置している。当
該施設へのアクセスを強化し、高山市街地及び白川郷からの主要観光ルートとして整備を行う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
平成27年6月に昇龍道の６つの重点ルートが策定され、ルート上の観光拠点に下呂温泉合掌村が存在する。下呂温泉合掌村の国指定重要有形民俗文化
財である「旧大戸家住宅」などの合掌造り民家だけでなく、近傍では日本三名泉である温泉、県指定天然記念物である苗代桜などを周遊することができ
る。また、足湯が無料で開放されている施設が10箇所程度あり、温泉街の散策で疲れた観光客の足を癒している。
＜将来＞
下呂温泉を利用する観光客の主要な立ち寄り先であり、地方自治体と協会が連携し、ウェブサイト等による情報発信を充実させ、旅行会社等に積極的に
プロモーションするとともに、観光資源の磨き上げ、。宿泊地と当該地を結ぶシャトルバスの運行等、観光客の受入環境の整備等を強化していく。また、下
呂市では、多言語に対応するHPや案内マップのさらなる充実等、さらなる観光客の誘致に向けて観光資源の宣伝の強化を進めていく

下呂温泉合掌村 下呂市

下呂温泉観光協会 下呂温泉観光協会
教養文化施設

（法第二条第二項第三号）
文化的資産の展示

（法第二条第一項第一号ロ(2)）

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
―

＜拠点施設に設定した理由＞
富山県境から近く、圏域観光の目的となる観光地であり、整備計画の目標を達成する上で重要な観光資源である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

有　　　・　　　無 －
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
下呂温泉合掌村は、白川郷等から移築した合掌家屋集落であり、日本の原風景を体験することが出来る合掌の里である。集落には国の重要文化財であ
る「旧大戸家住宅」等があり、平成26年には約17.3万人、平成25年には約16.6万人と多くの観光客を誘致する下呂市を代表する観光施設である。近傍に
は、日本三名泉のひとつと称され、1000年の歴史をもつ下呂温泉がある。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
当該施設は、岐阜県飛騨地域と富山県を周遊する昇龍道の一部となり、飛騨地域の主要観光地である。当施設へのアクセスを強化し、高山市街地及び白
川郷、富山からの主要観光ルートとして整備を行う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
平成27年6月に昇龍道の６つの重点ルートが策定され、ルート上の観光拠点に白雲座が存在する。現在も、歌舞伎保存会による定期公演が開催されてお
り、盛況を博している。
＜将来＞
下呂温泉宿泊地、下呂温泉合掌村と当該地を結び、観光資源を再発見するツアーを企画するなど、下呂市では、多言語に対応するHPや案内マップのさら
なる充実等、さらなる観光客の誘致に向けて観光資源の宣伝の強化を進めていく。

白雲座 下呂市門和佐

歌舞伎保存会 歌舞伎保存会
教養文化施設

（法第二条第二項第三号）
伝統芸能の公演

（法第二条第一項第一号ロ(2)）

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
―

＜拠点施設に設定した理由＞
富山県境から近く、圏域観光の目的となる観光地であり、整備計画の目標を達成する上で重要な観光資源である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

有　　　・　　　無 －
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
白雲座は総ヒノキ造の劇場型芝居小屋であり、国の重要有形民俗文化財に指定されている。建物は明治期に建築されており、全国的にも珍しくこま回し式
舞台を備えている。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
当該施設は、岐阜県飛騨地域と富山県を周遊する昇龍道の一部となり、主要観光地である下呂温泉と下呂南部を結ぶルートの沿線に位置している。当該
施設へのアクセスを強化し、下呂温泉からの主要観光ルートとして整備を行う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
平成27年6月に昇龍道の６つの重点ルートが策定され、ルート上の観光拠点にドライブインみぼろ湖が存在する。施設の近傍にある荘川桜は、樹齢500余
年といわれ、いまは湖底に沈む中野照蓮寺および光輪寺の境内にあったものを移植された桜であるが、毎年花を付け、地域住民や観光客に親しまれて
る。
＜将来＞
白川郷を目的とする観光客の主要な立ち寄り先であり、広域観光周遊ルートの一つとして認定されたことを受けて、白川村では、白川村や観光協会HPに
多言語翻訳サービスを設定すること等、さらなる観光客の誘致に向けて観光資源の宣伝の強化を進めていく。

ドライブインみぼろ湖 高山市荘川町

ドライブインみぼろ湖 ドライブインみぼろ湖

教養文化施設
（法第二条第二項第三号）

文化的資産の展示
（法第二条第一項第一号ロ(2)）

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　―

＜拠点施設に設定した理由＞
富山県境から近く、圏域観光の目的地となる観光地であり、整備計画の目標を達成する上で重要な観光資源である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
ドライブインみぼろ湖は岐阜県指定天然記念物である荘川桜に近接しており、荘川ICと白川郷を結ぶルートの沿線に位置している。御母衣湖を一望出来る
ことやオートキャンプ場があることから、平成26年は約8万人、平成25年は約6万人と多くの観光客に利用されており、特に春には、荘川桜を目的に多くの観
光客を誘致している。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
当該施設は、岐阜県飛騨地域と富山県を周遊する昇龍道の一部となり、主要観光地である白川郷と東海北陸自動車道荘川ICを結ぶルートの沿線に位置
している。当地域は豪雪地帯であるため、年間を通した旅行客の安全性の向上が急務であり、白川郷および荘川ICからの主要観光ルートとして整備を行
う。拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
平成27年6月に昇龍道の６つの重点ルートが策定され、ルート上の観光拠点に白川郷が存在する。地域全体が世界遺産であり、国指定重要文化財である
「和田家」「旧遠山家民俗館」などの合掌造りを見学することが出来るほか、草木染め、わらぞうり作り、そば打ち等々、合掌の里ならではの体験をすること
が出来る。
＜将来＞
平成30年度に東海北陸自動車道飛騨清見ICまでが4車線化となる予定で、名古屋等からのアクセスが強化されることから、ウェブサイト等による情報発信
を充実させ、旅行会社等に積極的にプロモーションするとともに、観光資源の磨き上げ、観光客の受入環境の整備等を強化していく。また、白川村では、白
川村や観光協会HPに多言語翻訳サービスを設定すること等、さらなる観光客の誘致に向けて観光資源の宣伝の強化を進めていく。

白川郷 白川村荻町 

白川村 白川村

教養文化施設
（法第二条第二項第三号）

文化的資産の展示
（法第二条第一項第一号ロ(2)）

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
―

＜拠点施設に設定した理由＞
富山県境から近く、圏域観光の目的地となる観光地であり、整備計画の目標を達成する上で重要な観光資源である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
白川郷は、独特の景観をなす合掌造りの集落として知られ、五箇山と共に世界遺産に登録されている観光地である。平成26年は約129万人、平成25年は
約124万人と多くの観光客を誘致する岐阜県を代表する観光施設であり、集落内には国指定重要文化財や県指定重要文化財が数多く存在している。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
当該施設は、岐阜県飛騨地域と富山県を周遊する昇龍道の一部となり、飛騨地域の主要観光地である。当施設へのアクセスを強化し、高山市街地及び下
呂温泉、五箇山からの主要観光ルートとして整備を行う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
平成27年6月に昇龍道の６つの重点ルートが策定され、ルート上の観光拠点に高山陣屋が存在する。高山陣屋のほか、古い町並み、宮川朝市、陣屋前朝
市、春と秋の高山祭、安国寺など、歴史的・文化的な価値の高いスポットを周遊することができる。
＜将来＞
平成30年度に東海北陸自動車道飛騨清見ICまでが4車線化となる予定で、名古屋等からのアクセスが強化されることから、旅行会社等に積極的にプロ
モーションするとともに、観光資源の磨き上げ、観光客の受入環境の整備等を強化していく。また、高山市においても観光関連団体等との協働などによる
ターゲットを明確にした誘客宣伝の推進、飛騨地域観光協議会や飛越能経済観光都市懇談会等との連携などによる広域的な誘客活動の推進等、さらなる
観光客の誘致に向けて観光資源の宣伝の強化を進めていく。

高山陣屋 高山市

岐阜県 岐阜県
教養文化施設

（法第二条第二項第三号）
文化的資産の展示

（法第二条第一項第一号ロ(2)）

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
―

＜拠点施設に設定した理由＞
富山県境から近く、圏域観光の目的となる観光地であり、整備計画の目標を達成する上で重要な観光資源である。
重点地区（設定する場合に記述）

ha

有　　　・　　　無 －
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
高山陣屋は国指定史跡に指定されており、平成26年は約29万人、平成25年は約27万人と高山市を代表する観光施設として多くの観光客を誘致している。
近傍には国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定されている古い町並みが残っており、城下町として栄えた高山の歴史を偲ぶことのできる一帯となっ
ている。
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
当該施設は、岐阜県飛騨地域と富山県を周遊する昇龍道の一部となり、飛騨地域の主要観光地である。当施設へのアクセスを強化し、白川郷及び下呂温
泉、富山からの主要観光ルートとして整備を行う。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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拠点施設・重点地区

所在地 高山市・下呂市 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha【落合・日和田】拠点施設位置図

1km

濁河温泉群

チャオ御岳スノーリゾート

飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア

凡 例

拠点施設

一般国道

9



拠点施設・重点地区

所在地 下呂市 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha【下呂】拠点施設位置図

1km

凡 例

拠点施設

拠点施設群

直轄国道

一般国道

鉄道

駅

白雲座

下呂温泉合掌村

下呂市役所

（国）256号
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拠点施設・重点地区

所在地 白川村 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha【白川村】拠点施設位置図

1km

凡 例

拠点施設

直轄国道

高速道路

一般国道

IC

ドライブインみぼろ湖

白川郷

白川村役場

中部縦貫自動車道
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拠点施設・重点地区

所在地 高山市 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha【高山】拠点施設位置図

1km

凡 例

拠点施設

直轄国道

一般国道

鉄道

駅

高山陣屋

高山市役所
中部縦貫自動車道

（国）361号
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交付限度額算定表

百万円 百万円 13,500 百万円

45.0 ％

0.0 ％

規則第１７条第１項に基づく限度額算定

Ｓ ｋｍ
2 Ｔ 年

拠点施設を中心とする半径Ｒの円の面積（πＲ
２
） 当該広域的地域活性化基盤整備計画の計画期間

π：3.14 ～

ｒ：最短距離

ｋｍ

ｋｍ

ｒ０　： km

Ｒ： km

Ｃ 万円／ｋ㎡・年度

単位面積あたり及び単年度あたりの標準的な投資額

行政投資全国実績のうち、都道府県が主体となる交付対象事業に係るものを全国平均で除したもの（最新５箇年の平均）

百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定

基幹事業(A) 百万円 α1=9(A+B)/10=

提案事業(B) 百万円 α2=12A/11=

合計 百万円 百万円

要綱第５に掲げる式による交付限度額（X） 13,500 規則第１７条第１項に基づく交付限度額（Y) 57,718 X≦Yゆえ、 本計画における交付限度額

交付率

提案事業比率

2,205 5

平成28年度 平成32年度

27                    

拠点施設から都道府県の境界までの距離 27                    

拠点施設から海岸線までの距離 69                    

10                    

r≧r0ゆえ、 27                    

1,047.0

Ｓ×C×T×0.5＝ 57,718        

交付対象事業費

30,000 27,000.0

0 32,727.3

30,000 α1＜α2 ゆえ、交付限度額(X)=α/2= 13,500
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ｒの選定根拠（複数の拠点施設が記載されている場合）

※計画に記載された拠点施設から都道府県の境界若しくは海岸線までの最短距離
　（複数の拠点施設が記載されている場合は、そのうち最も大きい値）

<選定方法>
①　各拠点施設から都道府県の境界までの距離：ｒ１、海岸線までの距離：ｒ２を記入
　　（○○群とした場合は群の中心付近からの距離とする）
②　最短距離欄に、ｒ１、ｒ２のうち短い距離を記入
③　最短距離のうち、最も大きい値となる拠点施設からのｒ１、ｒ２を交付限度額算定表に記載する値として選定

（単位：ｋｍ）
②

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２

最短距離
（ｒ１、ｒ２のうち

短い距離）
白川郷 4.8 46 4.8
ドライブインみぼろ湖 16.4 62.3 16.4
高山陣屋 26.5 68.6 26.5
飛騨御嶽高原高山トレーニングエリア 2 87.5 2
チャオ御岳スノーリゾート 2.1 91.9 2.1
濁河温泉群 2.3 94.4 2.3
下呂温泉合掌村 7.6 86.2 7.6
白雲座 12.6 76.9 12.6

※選定結果（交付限度額算定表に記載する値） （単位：ｋｍ）

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２
高山陣屋 26.5 68.6

拠点施設名

①

拠点施設名

③
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道路

　都市計画道路名
又はその他道路名 番号 区間

道路
区分

事業
主体

事業
手法 工種 延長

交付
事業費

交付事業にお
ける事業期間 事業内容

都市計画
決定 整備効果等 供用等 備　　考

整備前
整備
後 整備前 整備後 整備前 整備後 （年度）

自
（拠点施設）

至

注１) 注２) 注３) m m m 車線 車線 m m 百万円 注４） 年月 注５） 注６） 注７） 注８）

＜道路＞

一般国道　360 号 A11-001 中澤上 国 岐阜県
－

改築 600 5.0 5.5 1.0 2.0 0.0 0.0 450 H28～H32 車道拡幅（２車線→２車線） -
白川郷 高山陣屋

路肩狭小箇所の解消 全線完成供用L=0.6km（H33.3月予定） T10=1,209台／日、K=０．１４

一般国道　361号 A11-002 中之宿 国 岐阜県
－

改築 1350 5.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 700 H28～H32 車道拡幅（１車線→２車線） -
飛騨御嶽高原高地ト
レーニングエリア 高山陣屋

すれ違い困難箇所の解消 全線完成供用L=1.35km（H33.3月予定）T10=1,429台／日、K=０．２６

一般国道　156号 A11-003 御母衣 国 岐阜県
－

改築 100 6.0 6.0 2.0 2.0 0.0 0.0 500 H28～H29 雪崩対策 -
白川郷 荘川IC

雪崩・落石対策個所の解消 全線完成供用L=0.1km（H33.3月予定） T10=2,295台／日、K=０．２８

一般国道　156号 A11-004 牧 国 岐阜県
－

改築 850 6.0 6.0 2.0 2.0 0.0 0.0 150 H28～H28 登坂車線の設置 -
白川郷 荘川IC

登坂車線の設置 全線完成供用L=0.85km（H31.3月予定）T10=2,295台／日、K=０．２８

主要地方道下呂白川線 A11-005 門和佐Ⅱ期 地 岐阜県
－

改築 480 5.0 5.5 1.0 2.0 0.0 2.5 650 H28～H32 車道拡幅（１車線→２車線） -
白雲座 名古屋

車道拡幅（１車線→２車線） 全線完成供用L=0.48km（H33.3月予定）T10=1,749台／日、K=０．３０

一般国道２57号 A11-006 黒石 国 岐阜県
－

改築 850 5.0 5.5 1.0 2.0 0.0 0.0 550 H28～H32 車道拡幅（１車線→２車線） -
下呂温泉合掌村 荘川IC

車道拡幅（１車線→２車線） 全線完成供用L=0.85km（H33.3月予定）T10=1,502台／日、K=０．２２

（参考）

＜関連事業＞

＊本調書にはｱ)交付対象事業「道路」（補助国道、地方道、街路）、ｲ)関連事業の道路のすべてを記載すること。
　　注１）道路名は、国道、主要地方道、一般都道府県道、市町村道の別が分かるように記載すること。
　　注２）国、地、街、他の別を記載。
　　　　　　ただし、国：国道、地：地方道、街：街路、他：いずれにも該当しないもの
　　注３）＜関連事業＞については、通、交、地特、単独、促の別等を記載。補足説明すべき点は備考欄に説明を記載。
　　注４）施設の構造、工法、及び地方道事業においては細工種、街路事業においては沿道区画整理型街路事業等の事業名

　　注５）要素事業毎に、どの拠点施設を経る人流・物流の経路（他の拠点施設、I.C.、市街地等）途上の事業なのかを明確にすること。

　　　　　別添の「道路概要図」に要素事業及び拠点施設の位置関係が分かるように図示すること。
　　　　　要素事業にはそれぞれ上表の番号（整備計画の番号）を付すこと。また、拠点施設については、それぞれ施設名、所在地、施設数、入込客数などの概要を記載すること。
　　注６）５で記載した拠点施設間で行われる当該要素事業による整備効果を簡潔に記載すること。
　　　　　記載にあたっては、「所要時間が○分→○分に約○分短縮」、「拠点施設間唯一の線形不良（Ｒ＜○）の解消」など具体的に記載すること。
　　注７）当該要素事業の供用等（部分供用含む）を記載すること。
　　　　　記載にあたっては、「全線完成供用Ｌ＝○ｍ（Ｈ○．○予定）」、「部分供用Ｌ＝○ｍ（Ｈ○．○目途）」など、供用形態、区間延長、供用時期を記載すること。

　 　　注８）備考には現在の道路状況を把握するために必要なその他の事項で、交通量（台／日）、混雑度等を記載。※交通量は最新のセンサスデータを用いて記載すること。また、別添「道路概要図」にも主要ポイントの交通量を記載すること（要素事業箇所直近は必須）。
　　　　　（例）･道路改築：交通量（台／日）、混雑度等
　　　　　　　　･自転車駐車場：都市計画決定の有無、面積、利用台数等
　　　　　＜関連事業＞の備考には、当該関連事業と組み合わせて効率的・効果的に実施する交付金事業の道路名・区間についても記載。
※不足する場合は適宜行を追加すること。
※地域高規格道路、連続立体交差事業等の交付期間（３～５年）内に一定の成果をあげることのできない大規模な事業は、交付対象外。

車道幅員 車線数 歩道幅員
広域的特定活動に伴う
人流・物流との関係性
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【 落合日和田】交付対象事業道路概要図

1km

T10=1608 台/日

飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア

T10=1429 台/日

高山陣屋

A11-002

凡 例

拠点施設

基幹事業

一般国道
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【馬瀬】交付対象事業道路概要図

1km

A11-006

凡 例

直轄国道

一般国道

鉄道

駅

基幹事業

T10=1624台/日

T10=2967台/日

T10=2502台/日

T10=2921台/日

白川郷

下呂温泉合掌村

A11-006

荘川IC

下呂温泉合掌

縮小図

17



【白川村】交付対象事業道路概要図

ドライブインみぼろ

白川郷

1km

凡 例

基幹事業

直轄国道

高速道路

一般国道

IC
A11-003

A11-004

1－A1－1

拠点施設

T10=1209 台/日

T10=2295台/日

T10=2021台/日

T10=1577台/日

荘川IC
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【下呂】交付対象事業道路概要図

白雲座

下呂温泉合掌村

1km

凡 例

拠点施設

直轄国道

一般国道

鉄道

駅

A11-005
基幹事業

T10=9031台/日

T10=1749台/日

T10=3006台/日

T10=1239台/日名古屋

19


